


  

消費税：課税の適正化について① （これまでの取組み等） 

１．総論 

「社会保障・税一体改革成案」（平成 23年６月 30 日 政府・与党社会保障改革検討本部決定）に

おいては、「消費税制度の信頼性を確保するための一層の課税の適正化を行う」こととされている。

（参考）平成 23年度税制改正大綱（抄）（平成 22年 12 月 16 日閣議決定） 

消費税制度の信頼性を確保していくために、一層の課税の適正化にも着手していきます。 

 

２．これまでの取組み 

前回の税率引上げ（平成９年４月）以後では、平成 15年度改正で以下の見直しを行った。 

（１）事業者免税点制度 

適用上限額を課税売上高 3,000 万円から 1,000 万円に引下げ。 

 

（２）簡易課税制度 

適用上限額を課税売上高２億円から 5,000 万円に引下げ。 

 

（３）中間申告制度 

基準年税額（直前の課税期間の年税額）が 6,000 万円（地方消費税を含む）を超える事業者の

中間申告納付回数を年３回から年 11 回に増加。 
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３．平成 23 年度改正における対応 

平成 23年度改正においては、以下の見直しを行った。 

（１）免税事業者の要件の見直し 

免税事業者の課税売上高が上半期で 1,000 万円を超える場合には、その翌期から課税事業者と

する。【平成 25年１月１日以後に開始する事業年度から適用】 

 

（２）いわゆる「95％ルール」の見直し 

仕入税額控除におけるいわゆる「95％ルール」の適用を課税売上高５億円以下の中小事業者に

限定する。【平成 24年４月１日以後に開始する課税期間から適用】 

（注）いわゆる「95％ルール」とは、課税売上割合が 95％以上の場合に、課税売上げに対応するものか否かの区

分を要せず全額仕入税額控除を認める制度。 

 

（３）還付申告書に係る添付書類の提出義務化 

不正還付防止のための内部審査を強化するため、消費税の還付申告書に添付する「仕入税額控

除に関する明細書」の記載内容を充実させた上で、その提出を法令で義務化。 

【平成 24年４月１日以後提出する還付申告書について適用】 

 

（４）消費税の不正受還付罪の未遂罪の創設 

悪質な不正還付請求事案に対処する観点から、消費税の不正受還付罪の未遂罪を創設。 

【平成 23年８月 30日以後の違反行為から適用】 
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消費税：課税の適正化について② （事業者免税点制度） 

１．課題 

事業者免税点制度の適用上限額（課税売上高 1,000 万円）は、２年前の課税売上高で判定するこ

ととされているため、新設法人については設立から２年間免税事業者となる（ただし、資本金 1,000

万円以上の新設法人は、設立から２年間事業者免税点制度の適用が除外されている）（注１）。 

この資本金 1,000 万円未満の新設法人については、かねてより租税回避行為に悪用されていると

の指摘がなされているところ（注２）。 

また、会計検査院からは、以下のような指摘がなされている。 

① ２年間免税となっている新設法人の中には、設立当初から相当の売上高を有する法人がある。

② いわゆる「法人成り」をした免税事業者の中には、設立当初から相当の売上高を有する法人が

ある。 

③ 1,000 万円未満の資本金で法人を設立し、第２期の期中に資本金を 1,000 万円に増資すること

により、２年間免税となっている法人がある。 

④ 設立後２年間免税の適用を受け、設立３期目以降に解散等している法人がある。 

 
（注１）事業者免税点制度の適用の有無は、消費税分の価格への転嫁の仕方に関わる問題であるため、課税期間

の開始日までに確定している基準期間（前々事業年度）の課税売上高により判定することとしているが、

資本金 1,000 万円未満の新設法人の新設２年間は基準期間がないため免税事業者となっている。 

（注２）例えば人材派遣業において、資本金 1,000 万円未満の法人を設立し、当該免税法人に業務を外注したよ

うに装って仕入税額控除することにより、人材派遣サービス費に係る消費税を事実上免れる事例が発生し

ている。 
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（注３）平成 18年の会社法の施行により株式会社等の最低資本金制度が撤廃され、法人の設立が以前よりも容易

になっている。 

（注４）平成 23年度改正により、新設法人の設立１期目の上半期（６か月間）の課税売上高が 1,000 万円を超え

る場合には、原則として設立２期目には課税事業者となることとされた。 

 

２．改革の方向性 

○ 新設法人を利用した租税回避行為を防止するとの観点と、中小事業者の事務負担への配慮という

制度本来の趣旨とのバランスを考慮し、一定規模以上の課税売上高（注）を有する事業者が設立す

る新設法人（例えば、資本関係により判定することが考えられる）については、事業者免税点制度

の適用について見直しを行うこととしてはどうか。 

 
（注）消費税制度において中小事業者の事務負担に配慮するために設けられている措置の適用基準 

〔いずれも課税売上高ベース〕 

① 事業者免税点制度  1,000 万円 

② 簡易課税制度    5,000 万円 

③ いわゆる「95％ルール」 ５億円 
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消費税：課税の適正化について③ （簡易課税制度） 

１．課題 

簡易課税制度は、本来、「実際の仕入率」を計算できない中小事業者の事務負担への配慮から、
課税売上高に係る税額の一定割合（みなし仕入率）を仕入税額として控除できる措置。 
他方、この制度については、自ら「実際の仕入率」を計算できるにもかかわらず、簡易課税を適

用した場合と本則計算をした場合の納税額を比べ、損得によりその適用を判断している事業者も多
いとの指摘がなされているところ。 
簡易課税制度の「みなし仕入率」は、業種ごとに 50％から 90％の間で定められているが、この

水準は平成９年以降見直しが行われていない。今般、業種ごとに「実際の仕入率」の実態を把握す
るため、平成 20 年度分の申告事績を利用した実態調査を行ったところ、以下のような結果が得ら
れた。【参考資料 40～42 ページ参照】 

① 業種全体（本則課税適用者及び簡易課税適用者の双方を含む）の「実際の仕入率」の平均とそ
の業種に適用される「みなし仕入率」を比較した場合、業種によっては、「みなし仕入率」の水
準が「実際の仕入率」を大幅に上回っている状況にある。 

② 簡易課税適用事業者の「実際の仕入率」の平均とその業種に適用される「みなし仕入率」を比
較した場合、多くの業種において、「みなし仕入率」の水準が「実際の仕入率」を大幅に上回っ
ている状況にあり、簡易課税を適用している事業者の納税額が相対的に過少となっている可能性
がある。 

 

２．改革の方向性 

○ 実態調査の結果を踏まえ、「みなし仕入率」の水準について見直しを検討することとしてはどう
か。 
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消費税：課税の適正化について④ （中間申告制度） 

１．課題 

消費税が消費者からの預り金的な性格を有することなどを考慮して、基準年税額（直前の課税期

間の年税額）が 60 万円超（地方消費税を含む）の事業者については、基準年税額に応じて、年１

回、３回又は 11回の中間申告が義務付けられている。 

一方、基準年税額が 60 万円以下の事業者は中間申告をすることが認められていないが、中小企

業団体からは、事業者の消費税納付のための資金繰り管理等の観点から、任意の中間申告を認める

制度を創設すべきとの要望がなされている。 

 

２．改革の方向性 

（１）中間申告の義務がない中小事業者について 

中間申告義務のない基準年税額が 60 万円以下の事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思を

有する事業者について、任意の中間申告を可能とする制度を導入することについてどのように考え

るか。 

 
（注）仮に、任意の中間申告回数を自由に選択できる制度とすれば、現行制度において中間申告を義務付けられて

いる事業者が中間申告回数を自由に選択できる制度も検討する必要がある。その場合、同じ売上規模でも事業

者によって中間申告回数が異なってしまうことに加え、事業者によっては同じ課税期間内で通常の中間申告と

は別に任意の中間申告を行う場合が出てくることも想定され、制度が複雑になることで納税者管理のコストが

増加するおそれがある。 
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（２）現行の基準年税額について 

消費税率が引き上げられると、各事業者の納税額がその分増えることになるため、結果的に中間

申告を義務付けられる納税者の数は増加することになる。 

消費税が消費者からの預り金的な性格を有することなどを考慮して中間申告制度が設けられて

いることを踏まえれば、税率の引上げに伴う納税額の増加に応じて中間申告回数が増加することは

必要であると考えられるが、この点も踏まえ、現行の基準年税額を維持することについてどのよう

に考えるか。 

 

（注１）前回の税率引上げ時（平成９年４月）には、基準年税額の水準は変更していない。 

 

（注２）諸外国において中間申告等の基準となる年税額の水準は、我が国の水準よりも相当に低い。 

イギリス （原則）課税期間は３か月であり、年４回の確定申告。 

（大規模事業者）年税額 200 万ポンド（約 2.6 億円）超の場合、年８回の予納。 

 

ドイツ  （原則）課税期間は１年であり、年 12回の中間申告。 

（中小事業者）年税額が 7,500 ユーロ（約 87万円）以下の事業者は、年４回の中間申告。 

年税額が 1,000 ユーロ（約 12万円）以下の事業者は、中間申告なし。 

 

フランス （原則）課税期間は１か月であり、年 12回の確定申告。 

（中小事業者）年税額 4,000 ユーロ（約 46万円）未満の事業者は、年４回の確定申告を選択可。 

年税額 1,000 ユーロ（約 12万円）未満の事業者は、年１回の確定申告を選択可。 
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本則課税適用者

本則課税・簡易課税適用者計

簡易課税適用者

業 種 別 課 税 仕 入 率
（ 平 成 20 年 度 分 実 態 調 査 ）〔仕入率(%)〕

(備考）１．本則課税適用者の仕入率は、国税庁の申告事績（課税売上高1,000万円超～5,000万円以下）に基づくものである。
　　　 ２．簡易課税適用者の仕入率は、全国の税務署から抽出した課税売上高1,000万円超～5,000万円以下の簡易課税適用者330,067者について、決算書等
　　　　　を基に推計した。

≪個人･法人計≫

第１種 第２種 第４種 第５種第３種

９０％ ６０％７０％８０％ ５０％

業　 種 　別

みなし仕入率
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簡 易 課 税 適 用 事 業 者 の 仕 入 率 別 分 布 状 況
（売上1,000万円～5,000万円以下）

みなし仕入率以上（10％以上）
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（備考）平成20年度分実態調査による。
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